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京都市行財政局財政部契約課 

 

 

独占禁止法の一部改正に伴う契約約款の改正及び特記事項の読替えについて 

 

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正（平成２７年４月１日

施行）により，公正取引委員会が行う審判制度が廃止されたこと等に伴い，本市契約

約款の特記事項を改正しました。 

つきましては，本市と既に締結している契約書の特記事項については，下記の新旧

対照表のとおり読み替えることとしますので，お知らせします。 

 なお，独占禁止法の改正内容の詳細については，下記の公正取引員会のホームペー

ジを御覧ください。（http://www.jftc.go.jp/dk/kaisei/h25kaisei/index.html） 

 

記 
 
新旧対照表 

現 行 改正案 
特記事項 
（乙の談合等の不正行為に係る甲の解除権） 
第１条 甲は，次の各号のいずれかに該当したと

きは，契約を解除することができる。 
⑴ 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（以下「独占禁止法」という。）第

３条又は第８条第１号の規定に違反する行為

を行ったことにより，次のいずれかに該当する

こととなったとき。 
ア 独占禁止法第４９条第１項に規定する排除

措置命令が確定したとき。 
イ 独占禁止法第５０条第１項に規定する納付

命令が確定したとき。 
ウ 乙が独占禁止法第５２条第４項の規定によ

り審判の請求を取り下げ，同条第２項に規定す

る原処分（以下「原処分」という。）が確定し

たとき。 
エ 公正取引委員会が，独占禁止法第６６条第１

項から第３項までの規定による審決（原処分の

全部を取り消す審決を除く。）をした場合にお

いて，乙が独占禁止法第７７条第１項に規定す

る期間内に審決の取消しの訴えを提起しなか

ったとき。 
オ 公正取引委員会が行った審決に対し，乙が独

占禁止法第７７条第１項の規定により当該審

決の取消しの訴えを提起した場合において，当

該訴えについての請求を棄却し，若しくは当該

訴えを却下する判決が確定したとき，又は乙が

当該訴えを取り下げたとき。 
⑵～⑶ （略） 

特記事項 
（乙の談合等の不正行為に係る甲の解除権） 
第１条 甲は，次の各号のいずれかに該当したと

きは，契約を解除することができる。 
⑴ 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（以下「独占禁止法」という。）第

３条又は第８条第１号の規定に違反する行為

を行ったことにより，次のいずれかに該当する

こととなったとき。 
ア 独占禁止法第４９条に規定する排除措置命

令が確定したとき。 
イ 独占禁止法第６２条第１項に規定する納付

命令が確定したとき。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑵～⑶ （略） 



２ （略） 
（乙の談合等の不正行為に係る損害の賠償） 
第２条 乙がこの契約に関して前条第１項第１

号のいずれかに該当したときは，甲が契約を解

除するか否かにかかわらず，かつ，甲が損害の

発生及び損害額を立証することを要すること

なく，乙は，契約代金額の１０分の２に相当す

る額を賠償金として甲の指定する期間内に支

払わなければならない。ただし，命令，処分，

又は審決の対象となる行為が，独占禁止法第２

条第９項第３号に該当するときは，この限りで

ない。 
２～４ （略） 

２ （略） 
（乙の談合等の不正行為に係る損害の賠償） 
第２条 乙がこの契約に関して前条第１項第１

号のいずれかに該当したときは，甲が契約を解

除するか否かにかかわらず，かつ，甲が損害の

発生及び損害額を立証することを要すること

なく，乙は，契約代金額の１０分の２に相当す

る額を賠償金として甲の指定する期間内に支

払わなければならない。ただし，命令又は処分

の対象となる行為が，独占禁止法第２条第９項

第３号に該当するときは，この限りでない。 
 
２～４ （略） 
 

 


